
 

一  

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

別
表
第

二
号

の
二

第
２
 
非
常
局
、
気
象
援
助
局

、
標

準
周

波
数

局
、

標
準

周
波

数

局
、
特
別
業
務
の
局
、
海

岸
局

、
基
地

局
、

携
帯

基
地

局
、

無

線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中

継
局

、
陸
上

局
、

移
動

局
、

特
定

実

験
試
験
局
及
び
実
験
試
験

局
の

工
事
設

計
書

の
様

式
（

第
４

条
、
第

1
2
条
関
係
）
 

様
式

 
（

略
）
 

注
１

～
８

 
（

略
）
 

 
９

 
７

の
欄

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 
(
1
)
 

（
略

）
 

(
2
)
 

通
過

帯
域
幅
の
欄
は
、
受
信
周
波
数
が

4
7
0
M
H
z
未
満

の
場

合
は

６
ｄ

Ｂ
低

下

の
幅

を
4
7
0
M
H
z
以
上
の
場
合
は
３
ｄ
Ｂ
（
設

備
規
則

第
4
9
条

の
７

及
び

第
5
4

条
第

１
項

第
４
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合

す
る

無
線

局
並

び
に

1
,
2
1
5
M
H
z
を

超
え

2
,
6
9
0
M
H
z
以
下
の
周
波
数
の
角
度
変

調
の

電
波

を
使

用
す

る
単

一
通

信
路

の
陸

上
移

動
業
務
の
無
線
局
（
設
備
規
則
第

4
9
条

の
６
の

２
、

第
4
9
条

の
７

の
２

及
び

第
4
9
条
の
７
の
３
に
規
定
す
る

条
件

に
適

合
す

る
無

線
局

を
除

く
。

）
に

あ
っ
て
は
、
６
ｄ
Ｂ
）
低
下
の
幅

を
「

1
6k
H
z」

又
は

「
3
.
3
k
H
z
」
の

よ
う

に
記

載
す
る
こ
と
。
負
帰
還
位
相
検
波

方
式

等
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

実

効
雑

音
通

過
帯
域
幅
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
(
3
)
 

（
略

）
 

 
1
0
～

3
5
 

（
略

）
 

別
表

第
二

号
の

二
第
２
 
非
常
局
、
気
象
援
助
局
、
標
準
周
波
数
局
、
標
準
周
波
数

局
、
特
別
業
務
の
局
、
海
岸
局
、
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
無

線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
局
、
移
動
局
、
特
定
実

験
試
験
局
及
び
実
験
試
験
局
の
工
事
設
計
書
の
様
式
（
第
４

条
、
第

1
2
条
関
係
）
 

様
式

 
（

略
）
 

注
１

～
８

 
（

略
）
 

 
９

 
７

の
欄

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 
(
1
)
 

（
略

）
 

(
2
)
 

通
過

帯
域
幅
の
欄
は
、
受
信
周
波
数
が

4
7
0
M
H
z
未
満
の
場
合
は
６
ｄ
Ｂ
低
下

の
幅

を
4
7
0
M
H
z
以
上
の
場
合
は
３
ｄ
Ｂ
（
設
備
規
則
第

4
9
条
の
７
、
第

4
9
条

の
1
5
及

び
第

5
4
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
局
並

び
に

1
,
2
1
5
M
H
z
を
超
え

2
,
6
9
0
M
H
z
以
下
の
周
波
数
の
角
度
変
調
の
電
波
を
使

用
す

る
単

一
通
信
路
の
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
設
備
規
則
第

4
9
条
の
６
の

２
、

第
4
9
条
の
７
の
２
及
び
第

4
9
条
の
７
の
３
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
無

線
局

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
６
ｄ
Ｂ
）
低
下
の
幅
を
「
1
6
k
H
z
」
又
は

「
3
.
3
k
H
z
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
負
帰
還
位
相
検
波
方
式
等
の
場
合
に

あ
っ

て
は

、
実
効
雑
音
通
過
帯
域
幅
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
(
3
)
 

（
略

）
 

 
1
0
～

3
5
 

（
略

）
 

別
表
第

二
号

の
三

第
１
 

簡
易
無
線
局
（
パ
ー
ソ
ナ
ル

無
線

を
除

く
。

）
、

構
内

無
線

局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯
局

及
び

船
上

通
信

局
の

無
線

局
事

項

書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式

（
第

４
条

、
第

1
2
条

関
係
）

 

様
式

 
（

略
）
 

注
１

～
2
3
 

（
略

）
 

2
4
 

2
4
の

欄
は
、
コ
ー
ド
表
に
掲
げ
る
装
置
が
あ

る
場

合
に

限
り

、
コ

ー
ド

表
に

よ

り
該

当
す

る
コ
ー
ド
及
び
記
載
事
項
を
記
載
す

る
こ
と

。
た

だ
し

、
時

分
割

多
元

接
続

方
式

携
帯
無
線
通
信
、
符
号
分
割
多
元
携

帯
無
線

通
信

及
び

時
分

割
・

符
号

分
割

多
重

方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
陸
上

移
動

局
に

つ
い

て
は

、
記

載
を

要
し

別
表

第
二

号
の

三
第
１
 
簡
易
無
線
局
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
無
線
を
除
く
。
）
、
構
内
無
線

局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
及
び
船
上
通
信
局
の
無
線
局
事
項

書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式
（
第
４
条
、
第

1
2
条
関
係
）
 

様
式

 
（

略
）
 

注
１

～
2
3
 

（
略

）
 

2
4
 

2
4
の

欄
は

、
コ
ー
ド
表
に
掲
げ
る
装
置
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
コ
ー
ド
表
に
よ

り
該

当
す

る
コ
ー
ド
及
び
記
載
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
多
元

接
続

方
式

携
帯
無
線
通
信
、
符
号
分
割
多
元
携
帯
無
線
通
信
、
時
分
割
・
符
号
分

割
多

重
方

式
携

帯
無
線
通
信
及
び
空
港
無
線
電
話
通
信

を
行
う
陸
上
移
動
局
に
つ



 

二  

な
い

。
ま

た
。
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う

陸
上
移

動
局

の
制

御
装

置
に

つ
い

て
は

、
記

載
を
要
し
な
い
。
 

2
5
～

4
0
 

（
略

）
 

い
て

は
、

記
載

を
要
し
な
い
。
ま
た
。
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動

局
の

制
御

装
置

に
つ
い
て
は
、
記
載
を
要
し
な
い
。
 

2
5
～

4
0
 

（
略

）
 

 


